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要介護認定調査個人委託の受注者募集要項 
 

１  業務内容 

介護保険の要介護認定等申請者について、応募区内または近隣区等の自宅や施設等を

訪問して全国統一の介護認定調査を実施し、作成した調査票を区に提出する。 

 

２ 契約期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（単年度契約） 

年度途中の契約の場合は、契約日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 応募資格  ※以下のすべてに該当する者 

（１）介護支援専門員資格保有者であって、その業務において厚生労働省の定める基準に 

違反したことがないこと。 

（２）都道府県等が主催する認定調査員新規研修を修了し、介護保険認定調査の経験が 

概ね１年以上あること。 

（３）事業所等に所属していないこと。 

（４）調査に必要な交通手段及び通信手段等を確保できること。 

（５）千葉市主催の研修会に参加できること。 

 

４ 応募受付期間 

令和６年４月１日から随時（窓口：土・日・祝日を除く午前９時～午後５時） 

 

５ 応募方法 

介護保険管理課に以下の必要書類を直接提出（代理人も可）又は郵送してください。 

〔必要書類〕 

ア 要介護認定調査個人委託 受託申出書 

イ 介護支援専門員証の写し(有効期間の分かるもの) 

ウ 都道府県認定調査員新規研修修了証書の写し 

エ 運転免許証の写し 

（受託申出書内の交通手段として、自動二輪と自家用車を選択した場合） 

※イ、ウ、エについては、契約書類提出時に原本を持参してください。 

※応募書類については、返却いたしません。 

     

６ 契約までの流れ 

  必要書類の提出 

 ↓ 

書類選考、選考結果の通知、契約書類の送付 

 ↓ 

契約書類の直接提出（郵送不可） 

 

７  委託料 

認定調査１件当たり５，１７０円（消費税、交通費・通信費等を含む。） 



- 2 - 

 

８ 必要書類提出先及び問い合わせ先    

 

○介護保険管理課（千葉市役所９階） 

住所： 〒２６０－８７２２ 中央区千葉港１－１ 

    電話： ０４３－２４５－５２０６ 

FAX： ０４３－２４５－５６２３ 

 

 

９ 契約締結後の調査書類等の提出先 

 

○中央保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室（きぼーる内） 

 住所： 〒２６０－８５１１ 中央区中央４－５－１ きぼーる１３階 

    電話： ０４３－２２１－２１８９ 

    FAX： ０４３－２２１－２６０２ 

 

○花見川保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室（花見川区役所隣） 

    住所： 〒２６２－８５１０ 花見川区瑞穂１－１ 

    電話： ０４３－２７５－６４０３ 

FAX： ０４３－２７５－６３１７ 

 

○稲毛保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室 

（稲毛区役所・穴川コミュニティセンター隣） 

住所： 〒２６３－８５５０ 稲毛区穴川４－１２－４ 

    電話： ０４３－２８４－６２４１ 

FAX： ０４３－２８４－６１９３ 

 

○若葉保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室（若葉区役所向側） 

    住所： 〒２６４－８５５０ 若葉区貝塚２－１９－１ 

    電話： ０４３－２３３－８２６５ 

FAX： ０４３－２３３－８２５１ 

 

○緑保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室 

 （ＪＲ鎌取駅より徒歩８分、鎌取十字路近く） 

    住所： 〒２６６－８５５０ 緑区鎌取町２２６－１ 

    電話： ０４３－２９２－９４９１ 

FAX： ０４３－２９２－８２７６ 

 

○美浜保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室（美浜区役所隣） 

    住所： 〒２６１－８５８１ 美浜区真砂５－１５－２ 

    電話： ０４３－２７０－４０７３ 

FAX： ０４３－２７０－３２８１ 

 

  
【賠償責任保険の加入について】 

介護支援専門員が、日本国内において介護支援専門員の業務に関わる不測の事故によって

法律上の賠償責任を負担することになったとき、被害者に支払うべき損害賠償額を負担す

る「介護支援専門員賠償責任補償制度」を一般社団法人日本介護支援専門員協会が提供し

ています。万一に備えて加入をご検討ください。 


